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名古屋市フリースクール等利用料補助金に関するＱ＆Ａ（0701 更新） 
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１ 本事業について 

Ｑ本事業の実施目的は何ですか。 

Ａ学校に行きづらさを感じる児童生徒の多様な学びの場を保障するとともに、学校教育へ

の復帰も視野に入れた学校、家庭、フリースクール等の連携を深めることで、児童生徒

の健全な育成及び将来的な社会的自立を図ることを目的としています。 

 

Ｑ「フリースクール等」とはどのような施設ですか。 

Ａ一般に、不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行ってい

る民間の施設を言います。その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体

性の下に設置・運営されています。なお、本事業におけるフリースクール等の要件は名

古屋市フリースクール等利用料補助金交付要綱に掲載しています。   
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２ 補助対象となる子どもについて 

Ｑ私立学校、国立学校、県立中学校（明和高等学校附属中学校）、学びの多様化学校（星

槎名古屋中学校）に通っている場合は、対象となりますか。 

Ａ対象とはなりません。本事業の対象となるのは、名古屋市立の小・中学校、特別支援学

校（小・中学部）に在籍する児童生徒です。 

 

Ｑ外国籍の児童生徒は対象となりますか。 

Ａ名古屋市立の小・中学校、特別支援学校（小・中学部）に在籍する児童生徒は外国籍で

あっても対象となります。 

 

Ｑ欠席日数に関する要件はありますか。 

Ａ欠席日数の要件はありませんが、不登校もしくは不登校傾向にある児童生徒の支援を目

的とした制度ですので、制度趣旨を踏まえた制度の利用をお願いします。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ年度途中に名古屋市内の学校から転出しました。補助対象になりますか。 

Ａ転出日までの期間が交付対象となります。 

通所状況報告書にて転出日までの間に利用が確認されれば、該当の期間にかかる利用料

と認められる部分は対象となります。また、実績報告の際には、転出日まで在籍してい

た学校の押印が必要となります。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ年度途中に名古屋市内の学校に転入してきました。補助対象になりますか。 

Ａ転入日以降の利用については、申請が可能です。 

通所状況報告書にて転入日より後に利用が確認されれば、該当の期間にかかる利用料と

認められる部分が対象となります。 
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３ 補助対象者（保護者）について 

Ｑ補助対象者は、保護者ですか。子どもですか。 

Ａ本事業においては、補助対象者は保護者となります。フリースクール等の利用料を支払

っている市内に住所を有する保護者（フリースクール等の契約者）が申請してくださ

い。補助対象者の要件の詳細は、名古屋市フリースクール等利用料補助金交付要綱に掲

載しています。 

 

Ｑなぜ、フリースクール等の利用料を支払っていないと、補助対象者となることができな

いのですか。 

Ａ本事業は、フリースクール等の利用料を支払っている方の経済的負担を軽減することを

目的としているためです。 

 

Ｑ補助対象者が外国籍ですが、補助対象者となることができますか。 

Ａ補助対象者に国籍要件はありません。市内に住所を有していれば、外国籍の方も申請で

きます。 

 

Ｑ所得制限はありますか。 

Ａ所得制限はありません。（補助金を受給できる世帯所得の上限はありません。） 

ただし、就学援助を認定されている方等とそれ以外の方で、補助率や補助上限額が変わ

ります。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ市内に住所を有するとはどのような状態ですか。 

Ａ住民票が名古屋市内に登録され、生活している状態です。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ親権者でないと、補助対象者となることはできませんか。 

Ａ親権者がいない場合は、未成年後見人が補助対象者となることができます。また、親権

を行う者が当該児童生徒と別居し、かつ、監護及び教育を行わないと認めるときは、当

該児童生徒と同居し、かつ実際に監護及び教育を行っており利用料を負担している方が

補助対象になります。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ母親がフリースクール等の契約者であり利用料を支払っている場合に、父親を補助申請

者として補助申請することはできますか。 

Ａフリースクール等の利用料を実際に負担している保護者が補助対象者となります。その

ため、本事例では母を申請者としてご申請いただくことになります。補助金の支給先口

座も母名義の口座となります。 
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４ フリースクール等について 

Ｑ県外のフリースクール等に通っていますが、対象となりますか。 

Ａ県外のフリースクール等に通っている場合の利用料は、補助の対象とはなりません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ住んでいる区以外にあるフリースクール等に通所していますが、対象となりますか。 

Ａお住まいの区以外に所在する施設であっても、県内の民設・民営のフリースクール等で

あれば対象となります。 

 

［7/1 更新］ 

Ｑオルタナティブスクールやインターナショナルスクール、ミッションスクールは対象と

なりますか。 

Ａ本制度の対象となる施設は、「不登校の児童生徒の支援を主たる目的としている施設」

であるため、オルタナティブ教育や国際教育、宗教的価値観に基づいた教育などを主な

目的としている施設は原則対象外となります。 

 ただし、将来的な学校復帰も視野に入れて、不登校の児童生徒の支援を主たる目的とし

ている施設が、教育活動の一環としてオルタナティブ教育などを実施している場合等

は、対象となることがあります。 

 施設のホームページもしくは、パンフレットやチラシ、リーフレット等や定款といった

ものにより、施設の設置目的として「不登校の児童生徒の支援を主たる目的」としてい

ることが確認できることが要件です。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ対象外の例として挙げられている「各種学校」とは何ですか？ 

Ａ学校教育法第１３４条に基づく、学校教育に類する教育を行う教育施設のことです。 

具体的には、調理・簿記・自動車整備・英会話・美容学校、国際学校、外国人学校など

が該当します。各種学校に該当するか否かは、愛知県庁ホームページ「愛知県内の私立

学校」ページに各種学校の一覧が公表されており、確認することができます。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑどうして各種学校は補助制度の対象外なのですか？ 

Ａ各種学校は、学校教育法第１３４条に基づく教育施設であり、学校に行きづらさを感じ

る不登校の児童生徒の支援を目的とした本制度の趣旨にそぐわないためです。 

 

Ｑオンラインスクールは対象となりますか。 

Ａ通所型施設であることが補助の要件であるため、対象とはなりません。 
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［7/1 更新］ 

Ｑオンラインと通所を併用したフリースクール等に通っています。この場合は対象となり

ますか。 

Ａ通所を前提に、子どもの状態に合わせて、補助的にオンラインを併用しているコースで

ある場合は対象となります。 

〇通所型施設であっても、オンラインのみで活動するコースを選択している場合は、対象

とはなりません。 

○通所を前提とした月額利用料の中に、オンラインでの活動分も含まれる場合は、この利

用料は対象となります。 

○通所を前提とした利用料とオンラインの利用料とが、それぞれ別に設定されている場合

は、オンラインの利用料は対象となりません。 

○基本料金に加えて、都度利用料を支払う場合には、通所にかかる利用料のみが対象とな

り、オンラインで活動をする場合の利用料は対象となりません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑオンラインを前提に、補助的に通所を併用しているコースである場合は対象となります

か。 

Ａオンラインを前提としたコースである場合は対象となりません。ただし、通所を前提と

した利用料とオンラインの利用料とが、それぞれ別に設定されている場合は、通所を前

提とした利用料は対象となります。 

 

Ｑ昼間と夜間それぞれのコースがあるフリースクール等に通っています。日曜日のみのコ

ースや夜間のみのコースを選択している場合は、対象となりますか。 

Ａ対象となりません。通所型施設であっても、子どもが主に日中（学校の課業時間帯）に

通所していることが補助要件となります。 

 

Ｑなぜ学校の課業時間帯に通所していることが要件となっているのですか。 

Ａ本事業は、学校に行きづらさを感じる児童生徒の多様な学びの場を保障することを目的

としているためです。 

 

Ｑ習い事（パソコン教室、ピアノ教室等）や学習塾に平日日中に通っている場合は、補助

対象となりますか。 

Ａ「不登校の児童生徒に対する支援を行うことを主たる目的としている施設」ではないた

め、原則対象とはなりません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ「不登校の児童生徒に対する支援を行うことを主たる目的としている施設」とはどうい

う施設ですか。 

Ａ一般に、不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行ってい

る民間の施設を言います。 
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［7/1 追加］ 

Ｑこれから開設される予定のフリースクール等に通う予定ですが、この場合は対象となり

ますか。 

Ａ申請することができますが、審査はフリースクール等の開設後となるため、交付決定ま

で時間を要することがあります。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ不登校の児童生徒を支援しているフリースクール等に通っていますが、当該フリースク

ール等のホームページにその旨が掲載されていません。この場合は、対象となります

か。 

Ａ交付申請時には、「不登校の児童生徒に対する支援を行うことを主たる目的としている

施設」であることを確認できる資料を提出していただく必要があります。 

資料はホームページ以外（パンフレット・定款等）でも構いません。フリースクール等

に資料を用意してもらうよう依頼してください。 

開業届（個人事業主）、法人登記等に不登校児童生徒支援の記載がある場合、それが分

かる書類を提出することでも構いません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ不定期で開所をしているフリースクール等は対象となりますか。 

Ａ通所施設として、原則週１日以上、学校の課業時間に開所していることが要件となるた

め、対象となりません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ施設はありませんが、不登校児童生徒支援を目的として、毎週定期的に野外活動などを

実施している場合は対象となりますか。 

Ａ本事業は「通所型施設」を対象としているため、対象となりません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ毎週決まった曜日に、決まった場所を借りて活動しているフリースクール等は、対象と

なりますか。 

Ａ所有施設か賃貸施設かは問いませんが、年間を通じて確実に同じ場所で活動しているこ

とを確認する必要があります。詳細は事務局にお問い合わせください。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ市の委託事業により、民間事業者がフリースクール等を設置し運営している場合、当該

フリースクール等は対象となりますか。 

Ａ市の委託事業により開設されているフリースクール等の場合は、実質的には公設であ

り、「民設」に該当しないと考えられるため、対象外となります。 
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［7/1 追加］ 

Ｑ自分が通っているフリースクール等が対象施設か教えてほしい。 

Ａ本事業におけるフリースクール等の要件は名古屋市フリースクール等利用料補助金交付

要綱に掲載しています。 

交付申請後に、提出書類や施設へのヒアリング、現地調査などにより審査します。 
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５ 補助対象経費について 

Ｑ「利用料」とはどのような経費のことですか。 

Ａフリースクール等に通うために、定期的もしくは利用の都度支払う料金です。 

ただし、入学費・体験利用料のほか、利用料とは別に支払う料金（施設整備費・教材

費・行事参加費・弁当代など）や、通所のための交通費は補助の対象となりません。 

 

Ｑ補助金は、定額で１月当たり２万２千円（もしくは 1 万 1 千円）が支給されますか。 

Ａ補助金は定額支給ではありません。 

実際に支払った金額をもとに、補助率と補助上限額を勘案して月ごとの支給額を決定し

ます。就学援助を認定されている方等は、補助率２分の１かつ補助上限額２万２千円、

それ以外の方は、補助率４分の１かつ補助上限額１万１千円となります。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ本来の利用料は 1 万円ですが、施設独自の減免により５千円を利用料として支払ってい

る場合、補助対象経費は１万円ですか、５千円ですか。 

Ａ補助対象経費は「交付対象者がフリースクール等に支出する利用料」です。本事例の場

合は、５千円が補助対象経費となり、それに補助率を乗じて補助額が決定されます。 

 

Ｑ申請月に支払った利用料は、補助対象となりますか。 

Ａ補助対象期間は原則、交付申請月又はフリースクール等への通所を開始した月のいずれ

か遅い月から、フリースクール等への通所を終了する月（通所の終了が翌年度以降とな

る見込みである場合には、当該年度の３月）までとなります。 

ただし、令和８年度については、令和８年４月分の利用料まで遡って申請することがで

きます。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ土日祝休日は補助対象となりますか。 

Ａ日額制のフリースクール等の土日祝休日の通所にかかる利用料など、土日祝休日の通所

にかかる利用料と認められるものは、補助対象とはなりません。 

○学校の課業時間帯の通所を前提とした月額利用料の中に、土日祝休日の活動分も含まれ

る場合は、この利用料は対象となります。 

○学校の課業時間帯の通所を前提とした月額利用料と土日祝休日の利用料（加算等も含

む）とが、それぞれ別に設定されている場合は、土日祝休日の利用料は対象となりませ

ん。 

○基本料金に加えて、都度利用料を支払う場合には、学校の課業時間帯の通所にかかる利

用料のみが対象となり、土日祝休日で活動をする場合の利用料は対象となりません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ夏休みなど、在籍校の長期休暇中の通所は補助の対象になりますか。 

Ａ在籍校が夏休みなどの長期休暇の場合であっても、フリースクール等が開所しており、

通所実績があれば対象となります。（土日祝休日は除く。） 
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［7/1 追加］ 

Ｑ月に一度も通所していない場合は、補助の対象になりますか。 

Ａ月に一度も日中（学校の課業時間帯）に通所していない場合は、当該月に係る補助金を

お支払いすることができません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ複数のフリースクール等に通所している場合、いずれの利用料も補助対象となります

か。 

Ａ複数の施設に通所している場合、利用料の合算額を補助対象とすることができますが、

補助上限額は子ども１人につき、就学援助を認定されている方等は月額２万２千円、そ

れ以外の方は月額１万１千円となります。 

全ての施設について、不登校児童生徒への支援を主たる目的としていることがわかる資

料をご準備いただく必要があります。交付決定後は、施設ごとにフリースクール等から

学校へ通所状況報告書の提出が必要となります。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ令和８年３月分の利用料を４月に支払いました。この場合は、補助金は支給されます

か。 

Ａ令和８年度の通所にかかる利用料を、令和８年度中に支払った場合のみ補助対象となり

ます。 

利用料の支払日が令和８年度中であっても、令和８年度の利用に応じた支払いではない

場合は補助金の支払いができません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ令和８年４月分(またはそれ以降)の利用料を３月に前払いしました。この場合は、補助

金は支給されますか。 

Ａ令和８年度中に支払った利用料のみが補助対象となります。 

利用料の支払日が令和７年度中の場合、補助金の支払いができません。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ令和９年４月分以降の利用料も補助はありますか。 

Ａ令和９年度以降の補助金制度の継続については未定です。 
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６ 支払証拠書類（領収書等）について 

Ｑフリースクール等からの領収書には「利用料」と書いていませんが、補助対象となりま

すか。 

Ａ以下①から⑤までのすべての事項が記載されている領収書が必要となります。「利用

料」に相当する経費であることが確認できない場合、補助対象とならないことがありま

す。 

 （支払内容にかかる明細が別途ある場合、領収書か支払内容にかかる明細のどちらかに

記載されていれば可） 

■必要記載事項 

①支払者氏名：申請者(交付決定者)氏名 と一致している必要があります。 

②支払目的：申請児童生徒に対するフリースクール等の利用料に相当する経費であるこ

とが記載されている必要があります。また、利用月の記載も必要です。 

③支払先：申請頂いたフリースクール等の施設名の記載が必要です。また、利用料の受

領者である施設運営者の名称もご記載ください。 ※押印の有無は問いません。 

④支払金額：利用料以外の金額が含まれる場合は、利用料が特定できる内訳が記載され

ているかご確認ください(補助金の対象は利用料のみです)。 

複数月で１枚の領収書の場合は、月ごとの内訳を記載してください。 

⑤支払日：原則、令和８年４月１日～令和９年３月３１日の日付であることをご確認く

ださい。 

発行日が支払日でない場合は、別途利用料を受領した日を記載してください。 

 

［7/1 更新］ 

Ｑ領収書に記載の金額に、利用料以外（昼食費や教材代など）が含まれている場合は、ど

うしたらいいですか。 

Ａ利用料にあたる部分のみが補助対象となるため、フリースクール等施設に領収書へ内訳

を記載するよう依頼するか、別途フリースクール等へ支払った金額の内訳が確認できる

もの（支払内容にかかる明細）をご準備ください。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ数か月まとめて支払っている場合でも月ごとの領収書が必要ですか。 

Ａ月ごとの利用金額がわかる領収書としてください。該当月の利用料がそれぞれわかるも

のであれば、複数月をまとめて記載してある領収書をご提出いただいても構いません。 

（４か月分〇〇円等の記載は不可。〇月から〇月の利用料 各○○円 計〇〇円の記載で

あれば可。） 

なお、複数月の利用料が支払われていても、月に一度も日中（学校の課業時間帯）に通

所していない場合は、原則として、当該月に係る補助金をお支払いすることができませ

ん。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ領収書がきょうだいで１枚になっています。どうしたらいいですか。 

Ａごきょうだいそれぞれの金額が分かる必要があります。ごきょうだいそれぞれの金額を

内訳として領収書に補記していただくよう施設に依頼してください。 
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７ 補助額について 

Ｑ例えば、月額利用料が３万円の場合、補助額はいくらになりますか。 

Ａ就学援助を認定されている方等の場合 

 ３万円の２分の１（１万５千円）が補助対象となり、補助上限額２万２千円以内である

ため、本事例の場合、月額１万５千円が補助額となります。 

 

上記以外の方の場合 

 ３万円の４分の１（７５００円）が補助対象となり、補助上限額１万１千円以内である

ため、本事例の場合、月額７５００円が補助額となります。 

 

Ｑ例えば、月額利用料が５万円の場合、補助額はいくらになりますか。 

Ａ就学援助を認定されている方等の場合 

 ５万円の２分の１（２万５千円）が補助対象となり、補助上限額２万２千円を超えるた

め、本事例の場合、月額２万２千円が補助額となります。 

 

上記以外の方の場合 

 ５万円の４分の１（１万２５００円）が補助対象となり、補助上限額１万１千円を超え

るため、本事例の場合、月額１万１千円が補助額となります。 
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８ 申請方法について 

Ｑどこへ、どのように申請すればいいですか。 

Ａ現在申請手続きの詳細については準備中です。申請手続きの詳細については、８月頃に

市公式ウェブサイトにおいてご案内する予定です。 

 

[7/1 更新] 

Ｑ交付申請にあたり、在籍校への申出は必要ですか。 

Ａ交付申請時点で在籍校に申し出ていただく必要はありません。 

なお、交付決定後、年３回（令和８年度は２回）、名古屋市フリースクール等利用料補

助金実績報告書の学校確認欄への記入・押印欄について、保護者の方から在籍校に依頼

していただく必要があります。 

依頼の際は、事前に学校へ連絡のうえ、学校を訪問して、確認欄の記入・押印を受けて

ください。（学校にフリースクール等から名古屋市フリースクール等利用料補助金通所

状況報告書が届いていない場合は、記入・押印はできません。） 

 

Ｑ名古屋市立の特別支援学校（小・中学部）に在籍している場合は、世帯所得にかかわら

ず、名古屋市就学援助制度の対象外であると聞いています。２万２千円の補助を希望す

る場合には、どうしたらよいですか。 

Ａ補助金の担当課まで、個別にご相談ください。 
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９ 通所状況報告・実績報告について 

Ｑ４月分から補助対象となった場合、フリースクール等の通所状況報告書も、４月分から

作成する必要がありますか。 

Ａ補助対象月ごとに作成が必要です。４月分利用料から補助対象となる場合には、４月以

降の毎月の名古屋市フリースクール等利用料補助金通所状況報告書（第 11 号様式）が

必要となります。 

 

Ｑオンラインで通所した場合、どのように通所状況報告書を記載すればよいですか。 

Ａオンラインでの通所の場合、通所状況報告書へ記入する必要はありません。 

学校等へ報告するために記載を行う場合、活動内容欄に通所がなかった旨がわかるよう

に記載してください。（例：オンライン参加のため通所なし） 

 

Ｑ名古屋市フリースクール等利用料補助金通所状況報告書（第 11 号様式）について、フ

リースクール等が独自で作成している様式を使うことはできますか。 

Ａ補助金の申請児童生徒については、名古屋市が指定する様式をお使いください。 

 

［7/1 追加］ 

Ｑ名古屋市フリースクール等利用料補助金通所状況報告書（第 11 号様式）について、フ

リースクール等から学校への提出方法（郵送やメールなど）は、どのようにすればよい

ですか。 

Ａ学校と事前に調整のうえ、決めてください。なお、個人情報が含まれる書類となります

ので、メールの場合は、パスワードをかけていただくなど、情報保護にご注意いただき

ますようお願いいたします。 
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１０ 支給方法について 

Ｑ補助金の支給口座は交付対象者（保護者）名義である必要がありますか。 

Ａ交付対象者名義の口座であることが必要です。 

 

Ｑ補助金を現金で支給してもらうことはできますか。 

Ａ銀行等の金融機関への振り込みのみとなります。 
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１１ その他 

［7/1 更新］ 

Ｑこの補助金を受給していれば、フリースクール等に通所した日は、「指導要録上の出席

扱い等」となりますか。また、フリースクール等での学習の成果について「成績評価」

はされますか。 

Ａ本補助金の受給要件と「指導要録上の出席扱い等」の要件は異なるため、本補助金を受

給することのみをもって、「指導要録上の出席扱い等」となるものではありません。 

「出席扱い」や「成績評価」については、不登校児童生徒がフリースクール等の学校外

の施設で相談・指導を受けている場合等に、一定の要件を満たせば、学校が出席扱いや

成績評価を行うことができる制度です。それらを希望される場合、まずは、在籍校へご

相談ください。 

 

（フリースクール等事業者の方へ） 

児童生徒や保護者に「出席扱い」や「成績評価」の希望があるが、学校に伝えていない

ことが分かった場合には、保護者に学校へ意向を伝えるよう助言したり、場合によって

は施設から学校へその意向を伝えたりするなど、学校・保護者・フリースクール等の連

携にご協力ください。 

また、学校から「出席扱い」や「成績評価」の判断に資する資料の提供を求められた場

合等には、出来る限りのご対応をお願いします。 

 

 ※「出席扱い」や「成績評価」の制度について 

この制度については、学校外での活動における児童生徒の努力や、学習等の成果を認め

ることが出来るものであるため、児童生徒の自己肯定感を高める機会になることが期待

できる一方、子どもによっては、努力を強いることになると、過度な心理的負担がかか

るおそれもあるため、児童生徒の心身の状態や希望を踏まえたうえで、制度の利用をご

検討ください。 

 

 制度の詳細についてはこちらをご参照ください。 

 名古屋市公式ウェブサイト＞不登校児童生徒支援サイト（トップページ） 

＞不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について 

 https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016972/1016977.html 

 

Ｑ不登校に関して相談できる窓口を教えてください。  

Ａまずは、身近な学校やなごや子ども応援委員会にご相談ください。 

学校に相談しにくい理由がある場合や、公的な機関に相談したいなどの場合には、ハー

トフレンドなごや（総合相談窓口）にご相談ください。 

 

ハートフレンドなごや（総合相談窓口） 

名古屋市にお住まいの幼児から高校生年齢までの子ども本人、その保護者等から、子ど

もの教育・養育上の問題に関するあらゆる内容について相談に応じています。 

電話番等０５２－６８３－８２２２ 

月曜から金曜日９:３０～１９:００ 土曜日９:３０～１２:００ 

※祝日、年末年始を除く。 

 

 

https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016972/1016977.html
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［7/1 追加］ 

Ｑ不登校に関して、他に利用できる支援施策はありますか。 

Ａ名古屋市公式ウェブサイト「不登校児童生徒支援サイト」をご覧ください。 

 https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016972/1016977.html 

 

Ｑ就学援助(未来まなび応援金）とは何ですか。 

Ａ就学援助(未来まなび応援金）は、お子さんを小・中学校へ就学させるのに必要な給食

費や学用品費などを補助する制度です。制度の詳細や申請については、以下のページを

ご確認ください。 

https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016760/1016781.html 

 

Ｑ就学援助を受けていることがフリースクール等に伝わりますか。 

Ａ名古屋市からフリースクール等へ交付対象者の就学援助認定の有無について、お伝えす

ることはありません。 

 

https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016972/1016977.html
https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016760/1016781.html

